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全ゲノム解析等のさらなる推進に向けて（案）

１．事業目的の明確化

○全ゲノム解析等の成果を患者に還元する（※）。
〇新たな個別化医療等を実現し、日常診療への導入を目指す。
○全ゲノム解析等の結果を研究・創薬などに活用する。

（※）全ゲノム解析等の成果のうち診療に役立つデータは速やかに可能な限り当該患者に還元する。

〇責任体制をより明確化し、実効性の高い検討体制とする。

４．厚生労働省における検討体制の見直し

〇事業実施を担う組織（実施組織）を構築。
〇実施組織が中心となり、患者還元、検体・臨床情報収集、シークエンス、データ解析及び
利活用を推進する。

３．事業実施体制の構築

２．患者還元体制の構築

〇全ゲノム解析等の結果を患者に還元する体制の構築を推進する。
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計画概要図① （医療機関で臨床解析を行う場合）
（患者還元・研究/創薬・日常診療への導入）

（※）臨床解析は、解析（マッピング、バリアントコール）、臨床的意味づけ（アノテーション）を含む
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4（※）臨床解析は、解析（マッピング、バリアントコール）、臨床的意味づけ（アノテーション）を含む

臨床情報
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計画概要図②（解析・データセンターで臨床解析を行う場合）
（患者還元・研究/創薬・日常診療への導入）
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全ゲノム解析等の推進に向けた実施組織（案）
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○実行計画の実施を担う事業実施組織（以下、実施組織）を検討する。
○実施組織は「全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会（仮称）」における検討に基づき、
臨床情報収集、検体の採取・処理・保存、シークエンス、臨床解析、データ保存、データ共
有・利活用等の調整を担うことを想定。

○実施組織の構成は、Genomics England等を参考としつつ、以下についてさらに詳細を検討する。
・責任者を含むボードメンバーをおく。
・①総務、財務に係る部門、②事業管理に係る部門（シークエンスセンター、検体セン
ター、解析・データセンター等の管理（ELSI含む））、③学術研究支援に係る部門
（アカデミア支援等）④商務、利活用推進に係る部門（産業界支援等）等を検討する。

・ボードメンバーに対して専門的な助言を行う各種諮問委員会を検討する。

※倫理諮問委員会、科学諮問委員会、データ諮問委員会、アクセスレビュー委員会、GeCIP理事会、監査委員会

ボードメンバー（11名）
CEO

研究部門
Chief Scientist’s 

division

財務・執行
部門

CFO/COO’s division

情報管理
部門

CIO division

総務部門
General Counsel

商務部門
Commercial 

division

Chair

ELT （10名）
Executive Leadership Team 諮問委員会（※）

【参考】
Genomics England



厚生労働省における検討体制の見直し（案）
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厚生科学審議会 科学技術部会

全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会（仮称）

厚生労働科学研究費による専門的検討グループ等
（患者還元、解析・データセンター、ELSI等について）

○全ゲノム解析等実行計画（以下、実行計画）の着実な推進に向け、厚生労働省厚生科学審議会
の科学技術部会のもとに新たに「全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会（仮称）（以下、専門委
員会）」を設置する。

○専門委員会は実行計画の着実な推進に向けた検討を行うとともに、実行計画に基づく取り組みが
確実になされているか等について確認し、必要な意思決定を行う。また必要に応じて実行計画の見
直し等につき検討を行う。これにより、責任体制をより明確化し、実効性の高い検討体制とする。
○患者還元、解析・データセンター、ELSI等について、厚生労働科学研究等を活用して専門的な検討
を行い、専門委員会における検討に供する。


